
ウエストコースト語学院 

学費返金規定  
  

１．選考料及び入学金  

選考料は、入学のための面接、試験、選考及び在留資格認定証明書（以下「COE」）交付申請の代価で

あるため返金しない。  

入学金は、学籍確保の権利取得及び留学生受け入れ準備に係る一連の作業への代価であるため、入

学の有無にかかわらず返金しない。  

２．学費  

        （１）入学キャンセルの場合は「入学辞退届」、中途退学の場合は「依願退学届」を提出しなければなら

ない。  

（２）入学後中途退学した場合、授業料のみが返金対象である。  

（３）中途退学し、帰国した場合、在籍期間にかかわらず、初期 6 ヶ月分の授業料は返金しない。  

（４）入学後 1 年未満で中途退学し、進学又は他の在留資格に変更した場合、在籍期間にかかわらず、 

初年度 1 年分の授業料は返金しない。  

（５）返金の際にかかる金融機関の送金、振込手数料は受取人の負担とする。  

（６）手続き内容に応じて、事務手数料が発生する場合がある。  

（７）入学が遅れた場合、いかなる理由でも未受講分の授業料は返金しない。  

（８）COE 交付後、入学辞退届が出された時点で、選考料、学費が未納である場合、選考料、入学

金を徴収する  

  

初年度学費の返金  

（１）査証取得前の入学辞退  

条件：① 入学辞退届提出 

        ② COEの有効期限までに査証申請を行っていないかつCOEの有効期限までに来日して 

いないことの確認 

     ③ 入学許可書、COEの返却（原本を受け取った場合） 

返金金額：納入済み金額から選考料、入学金及び送金（振込）手数料を除いた金額 

但し、入学辞退届が授業開始後に出された場合、入学辞退届が出された月までの授業料 

を差し引く。 

返金時期：条件①～③確認後、2 週間以内  

（２）査証拒否による入学辞退  

条件：  ① 入学辞退届提出  

                            ② 査証拒否事実の確認  

                            ③ 入学許可書（原本を受け取った場合）  

返金金額：納入済み金額から選考料、入学金及び送金（振込）手数料を除いた金額  

返金時期：条件①～③確認後、2 週間以内  

（３）査証取得後の入学辞退  

条件：① 入学辞退届提出  

              ② 査証取り消し事実確認  

              ③ 入学許可書、COE の返却（原本を受け取った場合）  



              ④ 査証有効期限までに来日していないことの確認  

返金金額：納入済み金額から選考料、入学金及び送金（振込）手数料、事務手数料を除いた金額

但し、入学辞退届が授業開始後に出された場合、入学辞退届が出された月までの授業料

を差し引く。 

                返金時期：条件①～④確認後、2 週間以内  

                事務手数料：55,000 円  

（４）来日後、授業開始前の入学辞退 

条件：① 入学辞退届提出 

     ② パスポート、在留カードによる留学在留資格の消失確認 

              ③ 帰国便の航空券及び使用済み搭乗券の確認  

              ④ 日本出国の確認  

返金金額：納入済み金額から選考料、入学金及び送金（振込）手数料、事務手数料を除いた金額

但し、授業開始後に帰国した場合、帰国した月までの授業料を差し引く。 

返金時期：条件①～④確認後、2 週間以内 

事務手数料：55,000 円  

（５）入学後 6 ヶ月以内退学  

               条件：① 依願退学届提出  

                            ② 退学後 2  週間以内に帰国、パスポート、在留カードによる留学在留資格の消失確認  

              ③ 帰国便の航空券及び使用済み搭乗券の確認  

              ④ 日本出国の確認  

返金金額：納入済み授業料の内 6 ヶ月分を除いた金額から、事務手数料及び送金（振込）手数料を 

除いた金額  

               返金時期：条件①～④確認後、2 週間以内  

               事務手数料：55,000 円  

（６）入学後 6 ヶ月後退学  

               条件： ① 依願退学届提出  

                           ② 退学後 2  週間以内に帰国、パスポート、在留カードによる留学在留資格の消失確認  

              ③ 帰国便の航空券及び使用済み搭乗券の確認  

              ④ 日本出国の確認  

    返金金額：帰国日の翌月から未受講分の授業料の内、事務手数料及び送金（振込）手数料を除いた 

金額  

               返金時期：条件①～④確認後、2 週間以内  

               事務手数料：55,000 円  

  

2 年目以降の学費返金  

（１） 帰国による中途退学  

   条件： ① 依願退学届提出  

                              ② 退学後 2 週間以内に帰国、パスポート、在留カードによる留学在留資格の消失確認  

③ 帰国便の航空券及び使用済み搭乗券の確認  

④ 日本出国の確認  

                  返金金額： 帰国日の翌月から未受講分の授業料の内、事務手数料及び送金（振込）手数料を除いた 

金額  



                 返金時期：条件①～④確認後、2 週間以内  

                 事務手数料：55,000 円  

（２） 進学による中途退学  

   条件：① 依願退学届提出  

               ② 進学先の在籍証明或いは学生証の確認  

                返金金額：進学先の入学月以降の授業料から、事務手数料及び振込手数料を除いた金額  

   返金時期：条件①②確認後、2 週間以内  

   事務手数料：55,000 円  

（３） 資格変更による中途退学  

   条件：① 依願退学届提出  

               ② 資格変更後の在留カードの確認  

                返金金額：6 ヶ月以降の未受講月分の授業料から、事務手数料及び振込手数料を除いた金額  

                返金時期：条件①②確認後、2 週間以内  

                事務手数料：55,000 円  

  

学費返金対象外事項  

（１） 強制退去処分、除籍処分、在留期間更新不許可処分となった場合学費は返金しない。  

（２） 他の日本語学校に転校した学生には学費を返金しない。  

（３） 正当な理由なく出席不良で、度重なる指導と勧告をしたにも関わらず、改善が見られなく在籍期間

中の平均出席率が 80％未満である学生、或いは月の出席率が 50％ 未満を記録し、出入国管理局へ

の報告対象になった学生への学費返金はしない。  

  

免責事項  

    天災、事故、感染症、交通機関のストライキや気象状況等で交通機関が止まる恐れがある時などやむを

得ない事情により授業を中止する場合、その分の授業料は返金しない。  

  

                                                             

改正  

2026 年 4 月 1 日  


